
 
 

 

教職大学院設置計画履行状況等調査の結果について  

（平成２９年度）  
 

１．調査の概要  
  教職大学院における設置計画履行状況等調査（以下、「アフターケア」という。）は、

文部科学省令（※１参照）及び告示（※２参照）に基づき、教職大学院の設置認可時等に

おける留意事項及び授業科目の開設状況、教員組織の整備状況、その他の設置計画の履行

状況について、各教職大学院の教育水準の維持・向上及びその主体的な改善・充実に資す

ることを目的として実施するものである。  
 

２．調査対象  
  大学設置・学校法人審議会大学設置分科会では、アフターケアについて、運営委員会の

下に「設置計画履行状況等調査委員会」を設置し、所要の調査審議を行っているが、教職

大学院については、高度専門職業人としての大学院段階での教員養成の中核を担うもので

あるという制度の特質を踏まえ、特に専門的な調査審議を行う必要があることから、「教

職大学院特別審査会」（別紙１）に付託し、調査に当たっている。  
  教職大学院特別審査会では、完成年度を迎えていない教職大学院（２７件）（別紙２）

を対象として書面調査を実施した。書面調査は、大学から提出された「設置計画履行状況

報告書」及びこれを裏付ける詳細な「補足説明資料」に基づき実施し、書面調査の結果、

大学からの追加の説明聴取が必要であると判断した教職大学院（１件）を対象として、実

地調査を実施した。実地調査は、大学からの説明聴取、学生インタビュー及び教育委員会

インタビューを実施した。  
 

３．平成２９年度調査結果の概要  
 調査対象となった２７件の教職大学院については、高度な実践力・応用力を有する教員

を養成する専門職大学院として、設置の趣旨・計画に沿って教育活動が進められており、

概ね適切に対応する努力が払われているものの、今回の書面調査で課題が見られた教職大

学院（１件）については、今後の改善に向けた意見を付す（別紙３）こととし、残りの教

職大学院（２６件）については、意見を付さないこととした。  
 今後、各大学においては、教職大学院のこれまでの取組の成果と課題を検証するととも

に、「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書（平

成２９年８月２９日）」を踏まえ、学部や附属学校を含めて、教育委員会・学校現場等と

連携しつつ、理論と実践の往還の手法を活用した最新の教育課題への対応や、教職大学院

独自のＦＤ等の充実によって大学教員の一層の資質向上を図ること等を通じて、教員養成

全体の改革を図っていくことが期待される。  
 

４．設置計画履行状況報告書等の情報公開  
  履行状況を記載した設置計画履行状況報告書等は、社会に対する説明責任を果たすた

めに、各大学等のホームページ等を利用し、情報を必要とする者が容易に確認できる

よう積極的に公開することが求められる。  
なお、教職大学院の認証評価（※３）を行う認証評価機関との有機的な連携を図るべく、

本調査の結果を認証評価機関に送付することとしている。  
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※１ 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則（平成１８年３月３１日文部科学  

省令第１２号）（抄）  
 
  第１４条 文部科学大臣は、設置計画及び留意事項の履行の状況を確認するため必要があると認め

るときは、認可を受けた者又は届出を行った者に対し、その設置計画及び留意事項の履行の状

況について報告を求め、又は調査を行うことができる。  
 
※２ 文部科学省告示第５０号（平成１５年３月３１日）（抄）  
  大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第３３条の規定に基づき、新たに大学院等を設置

する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について次のように定める。  
  
 １～２（略）  
 ３ 文部科学大臣は、大学院等の設置又は課程の変更を認可した後、当該認可時における留意事項、

授業科目の開設状況、教員組織の整備状況その他の年次計画の履行状況について報告を求め、必

要に応じ、書類、面接又は実地により調査することができるものとする。  
 
※３ 学校教育法（昭和２２年３月３１日法律第２６号）（抄） 

 

第１０９条  
 １～２（略）  

 ３ 専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目

的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令

で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分

野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつ

て、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。  
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（別紙１） 
大学設置・学校法人審議会（大学設置分科会） 

教職大学院特別審査会委員 委員名簿 
 
 

◎…主査  ○…主査代理 
 
 
【委  員】 
    小杉

こ す ぎ

 礼子
れ い こ

   独立行政法人労働政策研究・研修機構特任フェロー 
    中山

なかやま

 峰男
み ね お

   崇城大学長・理事長  
    時

とき

野谷
の や

 茂
しげる

   会津大学理事・短期大学部長 
 
【特別委員】 
    近藤

こんどう

 倫明
みちあき

   北九州市立大学学長特別顧問 
小林
こばやし

 雅之
まさゆき

   東京大学大学総合教育研究センター教授 
   ○後藤

ご と う

 ひとみ  愛知教育大学長 
    武

たけ

見
み

 ゆかり  女子栄養大学教授 
    杉谷

すぎたに

 祐
ゆ

美子
み こ

  青山学院大学教授 
 
【専門委員】 
    添田

そ え だ

 久美子
く み こ

  和歌山大学大学院教育学研究科教職開発専攻長 
学長補佐（教員養成改革担当） 

    納富
のうとみ

 恵子
け い こ

   福岡教育大学大学院教育学研究科教職実践専攻教授 
    加賀

か が

 勝
まさる

    岡山大学大学院教育学研究科生活・健康スポーツ学系教授 
   ◎加治佐

か じ さ

 哲也
て つ や

  独立行政法人国立高等専門学校機構常勤監事 
    田

た

原
はら

 俊
しゅん

司
じ

   玉川大学教育学研究科教職専攻教授 
 

3



区　分
設置
年度

研究科・専攻名 位　　置

人

1 国立 28 岩手大学大学院 教育学研究科　教職実践専攻 16 岩手県

2 国立 28 秋田大学大学院 教育学研究科　教職実践専攻 20 秋田県

3 国立 28 茨城大学大学院 教育学研究科　教育実践高度化専攻 15 茨城県

4 国立 28 埼玉大学大学院 教育学研究科　教職実践専攻 20 埼玉県

5 国立 28 千葉大学大学院 教育学研究科　高度教職実践専攻 20 千葉県

6 国立 28 新潟大学大学院 教育学研究科　教育実践開発専攻 15 新潟県

7 国立 28 富山大学大学院 教職実践開発研究科　教職実践開発専攻 14 富山県

8 国立 28 金沢大学大学院 教職実践研究科　教職実践高度化専攻 15 石川県

9 国立 28 信州大学大学院 教育学研究科　高度教職実践専攻 20 長野県

10 国立 28 和歌山大学大学院 教育学研究科　教職開発専攻 15 和歌山県

11 国立 28 島根大学大学院 教育学研究科　教育実践開発専攻 17 島根県

12 国立 28 広島大学大学院 教育学研究科　教職開発専攻 20 広島県

13 国立 28 山口大学大学院 教育学研究科　教職実践高度化専攻 14 山口県

14 国立 28 香川大学大学院 教育学研究科　高度教職実践専攻 14 香川県

15 国立 28 愛媛大学大学院 教育学研究科　教育実践高度化専攻 15 愛媛県

16 国立 28 佐賀大学大学院 学校教育学研究科　教育実践探究専攻 20 佐賀県

17 国立 28 大分大学大学院 教育学研究科　教職開発専攻 10 大分県

18 国立 28 琉球大学大学院 教育学研究科　高度教職実践専攻 14 沖縄県

19 国立 29 弘前大学大学院 教育学研究科　教職実践専攻 16 青森県

20 国立 29 福島大学大学院 人間発達文化研究科　教職実践専攻 16 福島県

21 国立 29 横浜国立大学大学院 教育学研究科　高度教職実践専攻 15 神奈川県

22 国立 29 三重大学大学院 教育学研究科　教職実践高度化専攻 14 三重県

23 国立 29 滋賀大学大学院 教育学研究科　高度教職実践専攻 20 滋賀県

24 国立 29 熊本大学大学院 教育学研究科　教職実践開発専攻 15 熊本県

25 国立 29 鹿児島大学大学院 教育学研究科　学校教育実践高度化専攻 16 鹿児島県

26 私立 29 立命館大学大学院 教職研究科　実践教育専攻 35 京都府

27 私立 29 早稲田大学大学院 教育学研究科　高度教職実践専攻（届出設置） 60 東京都

合　計 50127大学

教職大学院設置計画履行状況等調査の対象校一覧（平成２９年度）

（別紙２）

入学定員大　学　院　名
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（別紙３）

NO.
設置者区
分

設置者 大学名等
認可
又は
届出

設置区分 学部名・研究科名等
開設
年度

20 国立 国立大学法人福
島大学

福島大学大学院 意見伺い 研究科の専攻の
設置

人間発達文化研究科
　　　　教職実践専攻

29 ○ 人間発達文化研究科教職実践専攻において、
定年規程に定める退職年齢を超える専任教員
数の割合が比較的高いことから、定年規程の
趣旨を踏まえた適切な運用に努めるととも
に、教員組織編制の将来構想について検討す
ること。

改善意見

是正意見又は改善意見
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